


近年小児気管支喘息はふえている。それに伴なって,治り難い難治性喘息がふ

えている。

これら難児性喘息については,全国に統一された定義はなく,病態についての研

究も不充分であり,治療方針の基準や,鍛練療法の指針も一定していない現況で

ある。

小児難治性喘息対策委員会では,難治性喘息の定義を,1～2 年の経過観察で,小

児アレルギー研究班の重症例のうち,通常の治療では改善されず,しばしばステ

ロイドを用いなければ日常生活ができない例とした。重症,中等症,軽症の分類

は,小児アレルギー研究班の案に拠った。通常の治療とは,現在,喘息に治療に

有効であると一般に認められている特異的療法や,非特異的の療法である。


